
宅
用
火
災
警
報
器
」
の
設
置
が
義
務
付
け

ら
れ
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
の
命
や
財
産
を

住
宅
火
災
か
ら
守
る
た
め
、
住
宅
用
火
災

警
報
器
を
ま
だ
取
り
付
け
て
い
な
い
方
は

早
急
に
取
り
付
け
て
く
だ
さ
い
。

❖
火
災
予
防
の
３
つ
の
習
慣

◦
寝
た
ば
こ
は
絶
対
し
な
い
。 

◦
ス
ト
ー
ブ
は
燃
え
や
す
い
も
の
か
ら

離
れ
た
位
置
で
使
用
す
る
。

◦
ガ
ス
こ
ん
ろ
な
ど
の
そ
ば
を
離
れ
る

時
は
、
必
ず
火
を
消
す
。 

❖
火
災
予
防
の
４
つ
の
対
策 

◦
逃
げ
遅
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、
住
宅
用

火
災
警
報
器
を
設
置
す
る
。 

◦
寝
具
・
衣
類
お
よ
び
カ
ー
テ
ン
か
ら

の
火
災
を
防
ぐ
た
め
に
、
防
炎
品
を

使
用
す
る
。 

◦
火
災
を
小
さ
な
う
ち
に
消
す
た
め
に
、

消
火
器
な
ど
を
設
置
す
る
。 

◦
お
年
寄
り
や
身
体
の
不
自
由
な
人
を

守
る
た
め
に
、
隣
近
所
の
協
力
体
制

を
作
る
。

▼
消
防
課

☎
23
局
４
０
７
４

23
局
０
１
８
０

愛
知
県
最
低
賃
金
の
改
正

　

愛
知
県
最
低
賃
金
が
10
月
１
日
か
ら
時

間
額
８
０
０
円
に
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

　

愛
知
県
の
特
定
（
産
業
別
）
最
低
賃
金

（
７
業
種
）
に
つ
い
て
も
、
改
正
が
予
定

さ
れ
て
い
ま
す
。
今
後
の
改
正
状
況
に
注

意
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
豊
橋
労
働
基
準
監
督
署

☎（
０
５
３
２
）54
局
１
１
９
２

「
雇
う
こ
と
は
、加
入
す
る
こ
と
」

労
働
保
険

　

労
働
者
（
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
を
含
む
）

を
一
人
で
も
雇
用
し
て
い
る
事
業
主
は
、

労
働
保
険
（
労
災
保
険
・
雇
用
保
険
）
に

加
入
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。
加
入
し
て

い
る
事
業
主
に
は
各
種
助
成
金
制
度
が
対

象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
加
入
し
て
い
る
事
業
所
で
働
い

て
い
る
方
は
、
一
定
の
要
件
の
も
と
次
の

給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

田
原
市
成
人
式

　

平
成
27
年
田
原
市
成
人
式
の
案
内
状

を
、11
月
30
日
現
在
で
田
原
市
に
住
民
登

録
さ
れ
て
い
る
方
に
、12
月
初
旬
に
お
送

り
し
ま
す
。
な
お
、
成
人
式
に
は
市
外
に

住
所
が
あ
っ
て
も
田
原
市
出
身
者
で
あ
れ

ば
参
加
で
き
ま
す
。
希
望
さ
れ
る
方
は
、

12
月
５
日
（
金
）
ま
で
に
文
化
生
涯
学
習

課
へ
電
話
に
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▪
平
成
27
年
田
原
市
成
人
式

▼
日
時
＝
平
成
27
年
１
月
11
日
（
日
）
午

前
10
時
～　

▼
場
所
＝
田
原
市
総
合
体
育

館　

▼
対
象
＝
平
成
６
年
４
月
２
日
～
平

成
７
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
方

▼
文
化
生
涯
学
習
課

☎
23
局
３
６
３
５

22
局
３
８
１
１

秋
季
全
国
火
災
予
防
運
動

11
月
９
日
日
～
15
日
土

【
平
成
26
年
度
防
火
標
語
】
も
う
い
い
か
い

　

火
を
消
す
ま
で
は　

ま
あ
だ
だ
よ

　

空
気
が
乾
燥
し
、
火
を
使
う
機
会
が
増

え
る
こ
と
か
ら
、
火
災
が
発
生
し
や
す
い

時
期
を
迎
え
ま
す
。
ま
た
、
ゴ
ミ
焼
き
に

よ
る
火
災
が
発
生
し
や
す
く
な
り
ま
す
の

で
行
わ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

▪
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置
義
務

　

消
防
法
に
よ
り
、す
べ
て
の
住
宅
に「
住

◦
不
慮
の
業
務
災
害
・
通
勤
災
害
・
失
業

給
付

◦
賃
金
低
下
し
て
い
る
状
態
で
継
続
勤
務

し
て
い
る
高
齢
者
に
対
す
る
給
付

◦
育
児
・
介
護
休
業
給
付

◦
職
業
に
関
す
る
教
育
訓
練
給
付　

な
ど

▼
豊
橋
公
共
職
業
安
定
所
適
用
課

☎（
０
５
３
２
）81
局
０
３
７
７

▼
豊
橋
労
働
基
準
監
督
署
労
災
課

☎（
０
５
３
２
）54
局
１
１
９
４

弁
護
士
に
よ
る
無
料
法
律
相
談

ご
利
用
く
だ
さ
い（
偶
数
月
開
催
）

　

消
費
者
問
題
・
多
重
債
務
な
ど
で
お
困

り
の
方
、
一
人
で
抱
え
込
ま
ず
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。
秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま
す
。

▼
日
時
＝
12
月
25
日
（
木
）
午
後
１
時
～

４
時（
要
予
約
／
相
談
時
間
は
30
分
程
度
）

▼
場
所
＝
田
原
福
祉
セ
ン
タ
ー
相
談
室

▼
申
し
込
み
＝
電
話
に
て

▼
商
工
観
光
課

☎
23
局
３
５
２
２

22
局
３
８
１
７
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